
国
の
政
策
の
基
礎
と
な
る
「
基
幹
統

計
」
は
総
務
省
の
「
国
政
調
査
」
を
は

じ
め
と
し
て
56
項
目
あ
り
ま
す
。
厚
生

労
働
省
の
「
毎
月
勤
労
統
計
」
調
査
は
、

従
業
員
５
人
以
上
の
全
事
業
所
を
対
象

に
雇
用
、
賃
金
な
ど
に
関
わ
る
基
礎
デ
ー

タ
を
つ
く
り
、
こ
れ
は
「
景
気
動
向
指

数
」
や
雇
用
・
労
災
保
険
な
ど
の
算
定

基
準
と
な
り
ま
す
。
（
図
表
参
照
）
も

ち
ろ
ん
、
労
働
、
経
済
全
般
の
判
断
に

影
響
を
与
え
る
も
の
で
、
消
費
税
10
％

値
上
げ
の
根
拠
も
崩
れ
ま
し
た
。

調
査
は
毎
月
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

東
京
で
は
２
０
０
４
年
か
ら
抽
出
調
査

と
な
り
、
明
ら
か
に
デ
ー
タ
の
精
度
に

つ
い
て
疑
義
が
生
じ
て
い
ま
す
。
そ
の

結
果
、
厚
労
省
に
よ
る
と
様
々
な
給
付

不
足
が
約
５
３
７
億
円
に
の
ぼ
る
と
言

い
ま
す
。

こ
の
問
題
を
調
査
し
た
特
別
監
査
委

員
会
は
１
月
22
日
に
報
告
書
を
出
し
、

不
正
と
偽
装
を
認
め
た
も
の
の
「
組
織

的
な
隠
ぺ
い
は
な
し
」
と
し
、
厚
労
省

は
鈴
木
俊
彦
事
務
次
官
の
訓
告
な
ど
、

幹
部
職
員
ら
22
人
の
処
分
を
発
表
し
ま

し
た
が
、
厚
労
省
の
組
織
的
隠
ぺ
い
は

明
ら
か
で
す
。
加
え
て
、
こ
の
報
告
書

の
原
案
は
厚
労
省
職
員
が
作
成
し
た
こ

と
も
発
覚
し
ま
し
た
。

安
倍
政
権
下
、
官
庁
の
偽
装
、
虚
偽
、

捏
造
な
ど
次
々
に
発
覚
し
て
き
ま
し
た
。

２
０
１
２
年
か
ら
南
ス
ー
ダ
ン
Ｐ
Ｋ
Ｏ

施
設
部
隊
を
派
遣
し
、
そ
の
現
地
報
告

の
デ
ー
タ
が
あ
り
な
が
ら
、
自
衛
隊
は

「
日
報
を
廃
棄
し
た
」
と
防
衛
大
臣
に

虚
偽
報
告
。
こ
れ
を
「
な
い
」
と
国
会

答
弁
を
し
た
当
時
の
稲
田
朋
美
防
衛
相

が
引
責
辞
任
し
ま
し
た
。

ま
た
、
安
倍
首
相
の
「
森
友
・
加
計

疑
惑
」
は
、
明
確
な
資
料
も
あ
り
、
国

会
答
弁
の
矛
盾
も
多
数
指
摘
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
未
だ
逃
げ
の
一
手
で
す
。

偽
装
、
虚
偽
、
捏
造
は
政
府
に
と
ど

ま
ら
ず
、
大
企
業
で
も
続
々
と
発
覚
し

て
き
ま
し
た
。
２
０
１
７
年
11
月
の

「
東
レ
」
の
品
質
デ
ー
タ
改
ざ
ん
を
は

じ
め
と
し
、
建
設
会
社
、
自
動
車
会
社

な
ど
で
検
査
、
品
質
な
ど
の
手
抜
き
、

デ
ー
タ
改
ざ
ん
が
あ
り
ま
し
た
。
昨
年

10
月
に
発
覚
し
た
「
Ｋ
Ｙ
Ｂ
」
の
建
築

物
の
免
震
・
制
振
用
機
器
の
デ
ー
タ
改

ざ
ん
は
、
大
震
災
に
対
す
る
建
物
の
信

頼
を
大
き
く
揺
る
が
し
ま
し
た
。
１
月

に
は
住
友
重
機
の
無
資
格
検
査
、
デ
ー

タ
改
ざ
ん
も
明
ら
か
に
な
り
、
未
だ
日

本
は
「
偽
装
列
島
」
と
い
う
状
態
が
続

い
て
い
ま
す
。

◇

◇

◇

◇

◇

こ
の
元
凶
は
「
安
倍
一
強
」
に
よ
る

中
央
官
庁
と
大
企
業
の
国
民
無
視
の
政

治
姿
勢
が
根
底
に
あ
る
か
ら
で
す
。
こ

こ
ま
で
腐
敗
し
た
安
倍
政
権
、
共
に
声

を
あ
げ
て
終
わ
り
に
し
ま
せ
ん
か
。
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委員長 岡﨑ひろみ

「安倍一強」で腐る社会―「毎月勤労統計」調査の偽装

厚
生
労
働
省
の
「
毎
月
勤
労
統
計
」
調
査
の
偽
装
が
発
覚
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
国
の
様
々
な
施
策
の
基
礎
と
な
る
デ
ー
タ
で
、
国
民
生
活
に
も
直
結
す
る

深
刻
な
事
態
で
す
。
さ
ら
に
基
幹
統
計
22
が
ず
さ
ん
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
判

明
し
ま
し
た
。
安
倍
政
権
に
な
っ
て
か
ら
６
年
、
国
か
ら
大
企
業
ま
で
、
偽
装
、

虚
偽
、
捏
造
が
連
続
的
に
起
き
、
も
は
や
日
本
は
偽
装
だ
ら
け
の
社
会
で
す
。

政
治
、
経
済
に
重
大
な
影
響

監
査
報
告
書
に
も
疑
義

隠
ぺ
い
と
偽
造
の
安
倍
内
閣

大
企
業
も
同
様
、
偽
造
列
島
日
本

雇用関係 基本手当

再就職手当

介護休業手当

など６給付金

労災関係 傷病年金

傷害年金

遺族年金

休業給付

統計利用 月例経済報告

経済白書

景気動指数・他

毎月勤労統計の影響



声
明
の
要
旨
は
「
２
０
１
８

年
９
月
30
日
、
沖
縄
県
知
事
選

挙
に
お
い
て
辺
野
古
新
基
地
建

設
に
反
対
す
る
沖
縄
県
民
の
圧

倒
的
な
民
意
が
示
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
現
在
も
安
倍
政

権
は
辺
野
古
新
基
地
建
設
を
強

行
し
て
い
る
―
略
―
辺
野
古
新

基
地
建
設
強
行
は
『
基
本
的
人

権
の
尊
重
』
『
平
和
主
義
』

『
民
主
主
義
』
『
地
方
自
治
』

と
い
う
、
日
本
国
憲
法
の
重
要

な
原
理
を
侵
害
、
空
洞
化
す
る

も
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
ま
し

た
。そ

の
上
で
、
「
民
主
主
義
や

地
方
自
治
の
あ
り
方
が
問
わ
れ

て
い
る
」
と
し
て
「
日
本
国
民

全
体
の
問
題
」
と
指
摘
し
ま
し

た
。
政
府
の
新
基
地
建
設
は

「
日
本
の
立
憲
民
主
主
義
に
大

き
な
傷
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
わ
れ
わ
れ
憲

法
研
究
者
は
断
じ
て
容
認
で
き

な
い
。
直
ち
に
辺
野
古
埋
立
て

の
中
止
を
求
め
る
」
と
の
声
明

で
す
。

沖
縄
県
は
２
月
24
日
に
辺
野

古
新
基
地
建
設
の
是
非
を
問
う

県
民
投
票
を
実
施
し
ま
す
。
こ

れ
に
反
対
し
た
５
市
（
宜
野
湾
、

宮
古
島
、
沖
縄
、
う
る
ま
、
石

垣
）
は
、
２
者
択
一
（
賛
成
・

反
対
）
に
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」

と
の
選
択
肢
を
加
え
た
結
果
、

県
民
投
票
に
参
加
を
表
明
し
ま

し
た
。
こ
れ
で
沖
縄
県
民
全
有

権
者
が
新
基
地
建
設
に
対
す
る

投
票
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

一
方
、
安
倍
政
権
は
不
都
合

な
結
果
が
で
れ
ば
無
視
す
る
こ

と
は
予
想
で
き
ま
す
が
、
こ
れ

は
民
主
主
義
の
死
滅
で
す
。
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安
倍
政
権
が
「
問
答
無
用
」
で
推
し
進
め
る
、
沖
縄
県
名
護
市

辺
野
古
地
域
の
新
基
地
建
設
に
対
し
、
１
月
24
日
１
３
１
名
の
憲

法
学
者
・
研
究
者
が
憲
法
違
反
と
の
声
明
を
出
し
ま
し
た
。

憲
法
の
原
理
を
侵
害
、
空
洞
化

沖
縄
県
民
投
票
全
県
で
実
施

安
倍
内
閣
は
２
０
１
８
年
12

月
26
日
に
、
国
際
捕
鯨
委
員
会

（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
か
ら
の
脱
退
を
通

告
し
、
２
０
１
９
年
７
月
か
ら

30
年
ぶ
り
に
商
業
捕
鯨
の
再
開

を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
問
題
は
捕
鯨
問
題
に
と

ど
ま
ら
ず
、
戦
後
か
ら
一
貫
し

た
「
国
際
協
調
主
義
」
を
破
壊

す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
脱
退

の
動
機
は
極
め
て
乏
し
く
、
政

治
的
意
図
も
見
え
隠
れ
し
ま
す
。

日
本
国
憲
法
98
条
２
項
で
は

「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及

び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、

こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
」
と
記
し

て
い
ま
す
。
問
題
は
捕
鯨
と
い

う
国
際
条
約
で
す
が
、
国
会
で

審
議
も
せ
ず
、
常
套
手
段
の
閣

議
決
定
で
一
方
的
に
脱
退
を
表

明
、
こ
れ
ま
た
事
後
承
認
と
い

う
政
治
手
法
の
危
う
さ
で
す
。

し
か
し
Ｉ
Ｗ
Ｃ
で
日
本
は
完

全
に
孤
立
し
た
わ
け
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
内
閣
は
、
捕
鯨
再
開

は
日
本
の
「
食
文
化
」
の
再
生

と
い
い
ま
す
が
、
安
倍
首
相
と

菅
官
房
長
官
の
選
挙
区
で
の
、

捕
鯨
再
開
の
要
望
に
沿
っ
た
と

見
る
筋
も
多
数
で
す
。
ま
し
て

や
、
鯨
肉
は
需
要
が
浅
く
、
決

し
て
国
際
条
約
を
脱
退
す
る
ほ

ど
の
理
由
に
は
あ
た
り
ま
せ
ん
。

米
国
ト
ラ
ン
プ
外
交
の
パ
リ

協
定
か
ら
の
離
脱
（
２
０
１
７

年
６
月
）
、
中
距
離
核
戦
力
全

廃
条
約
か
ら
の
脱
退
（
２
０
１

８
年
10
月
）
、
万
国
郵
便
条
約

か
ら
の
脱
退
（
２
０
１
８
年
10

月
）
と
相
次
ぐ
中
、
日
本
の
国

際
捕
鯨
禁
止
条
約
か
ら
の
脱
退

が
、
国
際
協
調
主
義
か
ら
の
離

脱
の
一
歩
と
な
ら
な
い
保
証
は

あ
り
ま
せ
ん
。

〝
閣
議
決
定
〟
で
国
際
条
約
か
ら
勝
手
に
離
脱

2015年沖縄県民地域意識調査（沖縄県）
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